
小
特
集

六
角
氏
式
目
と
永
源
寺
文
書
の
研
究

㈡

｢
寛
文
・
延
宝
西
ヶ

峯
相
論
﹂
関
係
史
料
の
紹
介
︵
上
︶

佐

野

啓

生

前
稿(

)

で
は
︑
寛
文
・
延
宝
年
間
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
近
江
国
愛
知
郡
大
萩

1

村
に
所
在
す
る
西
ヶ
峯
の
用
益
を
め
ぐ
る
相
論
︵﹁
寛
文
・
延
宝
西
ヶ
峯
相
論
﹂︶
に

つ
い
て
︑
永
源
寺
所
蔵
の
文
書
を
中
心
に
検
討
を
加
え
た
︒
し
か
し
︑
関
係
史
料

の
整
理
や
年
次
比
定
な
ど
の
基
礎
的
検
討
を
第
一
の
目
的
と
し
た
こ
と
︑
そ
し
て

紙
幅
の
都
合
が
あ
り
︑
関
係
史
料
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
と
り
あ
げ
る
に
と
ど

ま
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
な
ら
び
に
次
稿
で
は
︑
寛
文
・
延
宝
西
ヶ
峯
相
論
に
関
す

る
史
料
の
写
真
掲
載
と
翻
刻
を
お
こ
な
う
︒

こ
れ
ら
の
史
料
の
写
真
掲
載
・
翻
刻
を
お
こ
な
う
こ
と
は
︑
学
界
の
共
有
財
産

と
な
っ
て
史
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
な
る
と
い
う
点
で
︑
史
料
紹
介
に
一
般

的
に
存
在
す
る
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
殊
に
当
該
文
書
に
お
い
て
は
別
の

側
面
か
ら
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒

前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
相
論
関
係
史
料
は
長
櫃
の
な
か
に
無
秩
序
に
納
め

ら
れ
て
い
た
文
書
群
の
一
部
で
あ
る
︒
一
九
九
四
～
一
九
九
七
年
度
に
か
け
て
︑

滋
賀
県
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
本
格
的
な
永
源
寺
文
書
の
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た

が
︑
そ
の
と
き
作
成
さ
れ
た
目
録
に
よ
り
︑
本
稿
で
紹
介
す
る
一
連
の
文
書
は

﹁
中
世
・
一
中
世
﹂
︵
長
櫃
中
世
文
書
︶
に
︑
次
稿
で
紹
介
す
る
も
の
は
﹁
末
寺
・

一
二
愛
知
郡
・︵
三
︶
愛
知
郡
﹂
︵
末
寺
関
係
文
書
︶
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た(

)

︒
こ
の
よ
う
に
分
離
し
た
理
由
は
︑
長
櫃
中
世
文
書
に
分
類
さ
れ
た
一
〇
点
が

2紙
縒
で
一
括
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
な
か
に
永
正
元
年
︵
一
五
〇
四
︶
や
永
禄
四

年
︵
一
五
六
一
︶
の
年
次
を
も
つ
中
世
文
書
の
写
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

紙
縒
で
の
一
括
を
と
か
ず
に
分
類
し
た
た
め
︑
近
世
文
書
も
長
櫃
中
世
文
書
に
含

ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

中
世
文
書
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
れ
ら
が
た
と
え
写
で

あ
っ
て
も
そ
の
重
要
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
中
世
文
書
を

前
面
に
押
し
出
す
こ
と
は
非
常
に
意
義
の
あ
る
こ
と
と
い
え
る
︒
加
え
て
︑
文
書

調
査
の
際
の
現
状
保
存
も
基
本
で
あ
る
た
め
︑
紙
縒
で
の
一
括
を
と
か
ず
に
整
理

を
す
る
こ
と
も
賛
同
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
事
情
を
加
味

し
て
も
︑
本
来
関
係
す
る
は
ず
の
一
連
の
文
書
が
目
録
上
で
も
保
存
の
点
で
も
分

離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
事
態
は
看
過
で
き
な
い
︒

そ
の
た
め
︑
本
稿
・
次
稿
に
よ
っ
て
相
論
関
係
史
料
と
い
う
視
点
か
ら
紹
介
が

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
︑
右
の
よ
う
な
問
題
を
少
し
で
も
解
消
す
る
こ
と
に
つ
な

が
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
︑
本
史
料
紹
介
の
意
義
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
事
情
の
た
め
︑
本
来
で
あ
れ
ば
相
論
関
係
文
書
を
一
所
に
ま
と
め
て

紹
介
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
︑
本
稿
で
は
長
櫃
中

世
文
書
に
属
す
る
分
を
︑
次
稿
で
は
末
寺
関
係
文
書
に
属
す
る
分
の
紹
介
を
お
こ

な
う
こ
と
と
す
る
︒

本
稿
所
載
の
分
に
関
わ
る
範
囲
で
若
干
の
解
題
を
加
え
る
︒
法
量
や
形
態
な
ど

二
〇
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の
文
書
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報
は
︑﹃
立
命
館
文
学
﹄
六
九
〇
号
所
収
の
目
録

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
ま
た
︑
前
稿
で
お
こ
な
っ
た
検
討
と
重
な
る
部
分

が
あ
る
こ
と
を
ご
了
承
願
い
た
い
︒
そ
し
て
︑
相
論
全
体
の
内
容
を
踏
ま
え
た
解

題
は
︑
次
稿
に
て
末
寺
関
係
文
書
に
属
す
る
分
を
紹
介
す
る
際
に
合
わ
せ
て
付
す

こ
と
と
し
た
い
︒

全
体
を
通
し
て
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
よ
っ
て
撮
影
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
︒
同
所
閲
覧
室
設
置
の
端
末
で
デ
ジ
タ
ル
画
像
の
閲
覧
が
可
能
と
な
っ
て
お

り
︑
ほ
か
に
写
真
帳
︵
六
一
七
一
．
六
一
︱
一
〇
五
︱
七
︑
二
七
︱
三
六
頁
︶
も
作
成

さ
れ
て
い
る
︒

六
六
号
に
は
百
済
寺
政
所
御
房
宛
永
正
元
年
閏
三
月
二
七
日
伊
庭
貞
隆
書
下
が

写
さ
れ
て
い
る
︒
同
文
書
の
正
文
は
百
済
寺
︵
滋
賀
県
東
近
江
市
所
在
︶
に
あ
り
︑

村
井
祐
樹
編
﹃
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
︵
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
︶
﹄
︵
東
京
堂
出

版
︑
二
〇
一
六
年
︶
に
も
一
三
八
号
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
同
じ
く
六
六
号
︑

な
ら
び
に
六
七
号
に
は
︑
百
済
寺
政
所
房
宛
永
禄
四
年
九
月
二
三
日
六
角
氏
奉
行

人
連
署
奉
書
が
写
さ
れ
て
い
る
︒
こ
ち
ら
も
正
文
は
百
済
寺
に
あ
り
︑﹃
戦
国
遺

文

佐
々
木
六
角
氏
編
﹄
で
は
八
四
八
号
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の

中
世
文
書
は
︑
寛
文
・
延
宝
西
ヶ
峯
相
論
に
お
い
て
西
ヶ
峯
が
百
済
寺
の
境
内
に

含
ま
れ
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
た
め
︑
中
世
段
階
に
お
け
る
百
済
寺
領
の
範

囲
を
押
さ
え
て
お
く
べ
く
︑
手
控
え
と
し
て
写
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
六

九
号
の
検
地
抜
書
に
つ
い
て
も
同
様
で
︑
次
稿
で
紹
介
す
る
末
寺
関
係
文
書
一
七

号
に
お
い
て
︑
大
慈
寺
に
属
す
る
屋
敷
や
田
地
が
天
正
一
九
年
︵
一
五
九
一
︶
・
慶

長
七
年
︵
一
六
〇
二
︶
の
検
地
帳
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た

こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
六
七
号
に
は
︑
永
禄

四
年
九
月
二
三
日
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
の
ほ
か
︑
六
九
号
と
関
連
す
る
口
上

之
覚
の
草
案
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
奉
行
人
連
署
奉
書
と
口
上
之
覚
草
案
は
直
接
的

に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
口
上
之
覚
草
案
と
し
て
書
き
始
め
ら
れ

た
文
書
の
余
白
に
︑
奉
行
人
連
署
奉
書
が
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
ほ
か
は
い
ず
れ
も
近
世
文
書
の
写
で
あ
る
︒
右
の
中
世
文
書
含
め
︑
百
済

寺
に
宛
て
た
も
の
や
︑
龍
華
院
と
い
っ
た
百
済
寺
と
関
係
の
あ
る
院
家
が
差
し
出

し
の
も
の
が
多
い
︒
特
に
七
一
号
は
︑
龍
華
院
か
ら
観
理
院
・
円
覚
院
︑
両
院
か

ら
常
徳
院
へ
と
︑
百
済
寺
関
係
の
院
家
内
で
下
達
さ
れ
て
い
っ
た
文
書
で
あ
る
︒

い
わ
ば
百
済
寺
の
内
部
事
情
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑
こ
れ
ら
の
文
書
を
誰

が
写
し
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
永
源
寺
へ
と
入
っ
て
き
た
の
か
は
興
味
深
い
点
で

あ
る
︒

目
録
に
も
あ
る
が
︑
文
書
の
形
態
は
い
ず
れ
も
折
紙
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
点

は
末
寺
関
係
文
書
に
属
す
る
分
が
す
べ
て
竪
紙
で
あ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
︒

加
え
て
︑
末
寺
関
係
文
書
の
ほ
う
は
大
慈
寺
や
大
萩
村
が
差
出
と
な
る
文
書
の
写

が
多
い
︒
こ
う
し
た
差
異
を
踏
ま
え
る
と
︑
長
櫃
中
世
文
書
に
属
す
る
分
と
末
寺

関
係
文
書
に
属
す
る
分
と
で
は
︑
文
書
の
作
成
・
永
源
寺
に
流
入
し
た
時
期
な
ど

に
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
立
て
ら
れ
る
が
︑
確
証
は
得
ら
れ

て
い
な
い
︒

以
上
︑
論
点
の
提
示
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
相
論
の
内
容
に
よ
り

踏
み
込
ん
だ
検
討
は
次
稿
に
お
い
て
末
寺
関
係
文
書
分
を
紹
介
す
る
際
に
お
こ
な

う
こ
と
と
し
︑
本
紹
介
の
解
題
と
し
た
い
︒

(

)
佐
野
啓
生
﹁
寛
文
・
延
宝
期
に
お
け
る
近
江
国
愛
知
郡
西
ヶ
峯
を
め
ぐ
る
相
論
の
基
礎

1

的
考
察
︱
︱
近
世
に
お
け
る
中
世
文
書
利
用
の
様
相
﹂︵
﹃
立
命
館
文
学
﹄
六
九
〇
号
︑

二
〇
二
四
年
︶︒
以
下
︑﹁
前
稿
﹂
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
︒

(

)
滋
賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保
護
課
編
﹃
永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査
報

2

告
書
﹄︵
滋
賀
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
八
年
︶
四
八
︑
一
八
九
︑
一
九
〇
頁
︒

︵
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
)

｢寛
文
・
延
宝
西
ヶ
峯
相
論
﹂
関
係
史
料
の
紹
介
︵
上
︶

二
一
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翻
刻
凡
例

・
旧
字
・
異
体
字
・
変
体
仮
名
に
つ
い
て
は
︑
固
有
名
詞
・
人
名
を
除
き
︑
そ
れ

ぞ
れ
新
字
・
常
用
漢
字
・
通
常
の
字
体
を
用
い
た
︒

・
合
字
体
の
﹁
ゟ
﹂︵
よ
り
︶
は
そ
の
ま
ま
用
い
た
︒

・
割
書
は
︿

﹀
を
用
い
て
表
し
た
︒

・
筆
者
に
よ
る
注
は
右
傍
に
︵
︶
に
括
り
示
し
た
︒

・
異
筆
は
﹁
﹂
に
括
り
示
し
た
︒

・
虫
損
・
欠
損
な
ど
の
た
め
判
読
が
で
き
な
い
部
分
は
︑
お
お
よ
そ
の
文
字
数
を

類
推
し
︑﹁
□
﹂
で
示
し
た
︒

・
適
宜
︑
本
文
に
読
点
︵
︑︶・
並
列
点
︵
・
︶
を
補
っ
た
︒

・
抹
消
文
字
に
つ
い
て
︑
字
画
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
原
字
の
左
傍
に
抹
消
符

︵〻

︶
を
付
し
︑
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
■
を
あ
て
た
︒

・
文
字
の
改
変
に
つ
い
て
は
︑
改
変
後
の
文
字
を
本
文
に
組
み
込
み
︑
改
変
前
の

文
字
を
×
を
冠
し
て
傍
注
し
た
︒

・
挿
入
に
つ
い
て
︑
挿
入
符
︵
○

︶
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
︑
本
文
中
に
挿
入

符
を
挟
み
こ
み
︑
そ
の
傍
に
挿
入
文
字
を
付
し
た
︒
挿
入
符
が
な
い
場
合
は
原

本
通
り
の
位
置
に
記
し
た
︒

・
記
述
が
折
紙
の
上
下
段
に
わ
た
っ
て
い
る
場
合
︑
改
段
の
箇
所
は
﹂
で
示
し

た
︒

六
六

永
正
元
年
閏
三
月
二
七
日
伊
庭
貞
隆
書
下
写
／
永
禄
四
年
九
月
二
三
日

六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
写

就
今
度
当
寺
炎
上
之

儀
︑
支
証
等
被
引
失
之

上
者
︑
四
至
事
︑
東
者
限

筒
井
峠
︑
南
者
限
豊
国

野
・
桜
木
庭
︑
西
者
限
一

水
口
︑
北
者
限
石
仏
谷
︑
任

当
知
行
旨
︑
寺
家
御
領

地
不
可
有
相
違
︑
若
違

犯
之
族
在
之
者
︑
堅

可
被
処
罪
科
者
也
︑

仍
状
如
件
︑

永
正
元

出
羽
守
在
判

閏
三
月
廿
七
日

百
済
寺

政
所
御
房
﹂

当
寺
領
知
之
事
︑
東
者

筒
井
峠
︑
者
牛

(南
脱
ヵ
)

王
盤
石

岩
・
豊
国
野
・
桜
木
庭
・
長

尾
弥
七
垣
内
︑
西
者
一
水
口
︑

北
者
石
仏
谷
︑
当
知
行

不
相
紛
之
由
︑
先
年
度
々

被
成
奉
書
訖
︑
則
領
内
之

義
被
裏
封
上
者
︑
弥
向

二
二
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後
不
可
有
相
違
︑
猶

以
押
立
其
外
従
所
々
山

木
於
盗
取
者
︑
堅
可
被

申
付
由
被
仰
者
也
︑
仍

執
達
如
件
︑

永
禄
四
年
九
月
廿
三
日

賢
広
在
判

定
武
在
判

百
済
寺

政
所
坊

六
七

(
寛
文
八
年
四
月
二
五
日
ヵ

)
口
上
之
覚
草
案
／
永
禄
四
年
九
月
二
三
日
六

角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
写

口
上
之
覚

一
︑
江
州
愛
智
郡

(×
犬
上
)

大
萩
村
之

内
西
峯
山
大
慈
寺
者
︑

往
古
よ
り
永
源
寺
ノ

末
寺

無
御
座
候
︑

無
紛
大
萩
村
中
一
人

も
不
残
代
々
禅
宗
ニ

而
︑

御
公
儀
宗
旨
改
等
ニ

も

書
上
候
事
︑

一
︑
西
峯
ハ
古
来
此
方
よ
り
も

支
配
仕
候
︑
七
︑
八
十
年
来

之
事
ハ

︑
永
源
ノ

老
僧
大

萩
ノ
古
老
慥
ニ
覚
へ

申
候
︑

終
ニ

他
所
よ
り
の
か
ま
ひ

御
座
候
事
︑

無
之

先
大
守
掃
部
頭
殿

御
時
ニ

も
此
段
御
断
申
上

置
候
事
︑

一
︑
十
八
︑
九
年
以
前
百
済
寺

本
堂
再
興
之
時
︑
西
峯

之
木
を
伐
取
候
と
被
申
候
事
︑

眼
前
之
偽
に
て
候
︑
十
二
︑
三

年
前
大
慈
寺
再
興
之

砌
︑
此
山
ノ
材
木
ヲ

用
候
﹂

時
も
︑
故
喜
見
院
御

申
分
無
之
候
事
︑

当
寺
領
知
之
事
︑
東

者
筒
井
峠
︑
南
者
牛

王
盤
石
岩
・
豊
国
野
・

桜
木
庭
・
長
尾
弥
七
垣
内
︑

西
者
一
水
口
︑
北
者
石
仏
谷
︑

当
知
行
被
相
紛
之
由
︑
先

年
度
々
被
成
奉
書
訖
︑

則
領
内
之
儀
被
裏
封
上

者
︑
弥
向
後
不
可
有
相

違
︑
猶
以
押
立
其
外
従

処
々
山
木
於
盗
取
者
︑
堅

可
被
申
付
由
被
仰
者
也
︑

仍
執
達
如
件
︑

｢寛
文
・
延
宝
西
ヶ
峯
相
論
﹂
関
係
史
料
の
紹
介
︵
上
︶

二
三
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永
禄
四
年

九
月
廿
三
日

賢
広在

判

定
武在

判

百
済
寺

政
所
坊

六
八

天
正
一
九
年
・
慶
長
七
年
大
萩
村
西
ヶ

峯
分
検
地
抜
書

大
萩
西
峯

年
来

天
正
十
九
年

御
検
地

三
月
十
一
日

御
奉
行

川
崎
小
十
郎
殿

南
弥
太
二
郎
殿

一
壱
畝
廿
歩

西
峯

分
米
壱
升
七
合

一
弐
畝

分
米
弐
升

一
慶
長
七
年

九
月
日

伊
藤

佐
兵
へ
殿

三
畝
二
升

西
峯

分
米
壱
斗
二
升
八
合

六
九

寛
文
八
年
四
月
二
五
日
口
上
之
覚
草
案

口
上
之
覚

一
︑
江
州
愛
智
郡
大
萩
村
之

内
西
峯
山
大
慈
寺
者
︑
古
来

(
×
往
古
)

ゟ
永
源
寺
之
末
寺
紛
無

御
座
候
︑
大
萩
村
中
一
人
も

不
残

代
々
禅
宗
ニ
而

御
公
儀
宗
旨
御
改
等
ニ

も
書

上
候
事
︑

一
︑
西
峯
○ 山

者
古
来
此
方
ゟ
支
配

仕
候
︑
七
︑
八
十
年
来
之
事
者
︑

永
源
之
老
僧
大
萩
之
古
老

慥
ニ

覚
へ

申
候
︑
終
ニ

他
所
ゟ
之

構
無
御
座
候
事
︑

一
︑
百
済
寺
ゟ
於
西
峯
○

︑
古
来

山
者

ゟ
壱
本

を

も
木
被
伐
候
事
終
ニ

無
御
座

候
︑
然
ニ

十
八
︑
九
年
以
前
百
済
寺

本
堂
再
興
之
時
︑
木
を
伐
取
候

と
被
申
懸
候
事
︑
眼
前
之
偽
ニ
而

御
座
候
︑
其
段
大
萩
村
中
之

者
共
能
存
候
事
︑

一
︑
西
峯
○ 山

者
古
来
此
方
ゟ
支
配

仕
候
故
︑
常
之
薪
其
外
用
木
等

伐
用
候
︑
則
十
二
︑
三
年
以
前
﹂

大
慈
寺
再
興
之
砌
も

︑
材
木
多

二
四

422



伐
用
候
︑
其
時
従

〻

故
喜
見
院
ゟ

何
之
申
分
も
無
御
座
︑
却
而
大
慈
寺
へ

も

御
見
廻
殊
之
外
親
切
之
段

諸
人
皆
存
候
事
︑

山

一
︑
右
之
通
ニ

御
座
候
故
︑
西
峯
之
分
者

従
百
済
寺
も
何
之
構
有
間
敷

処
ニ

︑
旧
冬
龍
華
院
再
興
ニ

付
︑

於
西
峯
木
を
可
伐
由
被
申
懸
候
︑

キ

事

〻

新
キ

〻

義
と
存
候
故
︑
其
段
種
々

断
申
候
共
︑
其
聞
分
も
無
御
座
当

春
大
勢
西
峯
へ

押
込
︑
理
不
尽
ニ

材
木
多
被
伐
取
候
︑
誠
以
一
揆

と
存
候

狼
藉
之
至
御

〻

座

〻

候

〻

故

〻

其

〻

段

〻

御

〻

断

〻

申

〻

上

〻

候

〻

以
上

寛
文
八
年

大
慈
寺

申
ノ

四
月
廿
五
日

立
印

山

〻

下

〻

弥

〻

惣

〻

兵

〻

衛

〻

様

〻

藤

〻

田

〻

四

〻

郎

〻

左

〻

衛

〻

門

〻

様

〻

御
奉
行
所

七
〇

丑
(
寛
文
一
三
年
)
四
月
二
〇
日
口
上
之
覚
写

口
上
之
覚

一
︑
西
ヶ
峯
大
慈
寺
之

義
ニ

付
︑
百
済
寺
学

頭
ゟ
上
野
役
者

中
迄
訴
状
被
指
上

候
付
︑
当
寺
江

子
細
之

儀
御
申
聞
せ
候
︑
六
十

年
已
前
ゟ
西
ヶ
峯

大
慈
寺
当
山
派
中

之
僧
代
々
罷
有
︑

当
正
月
相
果
申
候
僧

迄
住
持
仕
来
候
間
︑

新
地
と
申
ニ
而
ハ

有

之
間
敷
様
ニ

存
候
得

共
︑
公
事
沙
汰
ニ

可
仕

覚
悟
毛
頭
無
御

座
候
間
︑
何
分
ニ
も

百

済
寺
学
頭
望
之

通
ニ

任
置
候
︑
然
者

自
今
以
後
︑
此
寺
之
﹂

﹁
心

〻

鏡

〻

祖

〻

清

〻

信

〻

女

〻

﹂

儀
少
も
申
分
無
御
座
候
︑

為
其
如
此
候
已
上
︑

丑
ノ
四
月
廿
日

永
源
寺
役
者

祖
鉢
判

祖
□
同

禅
哲

恵
空

立
伝

｢寛
文
・
延
宝
西
ヶ
峯
相
論
﹂
関
係
史
料
の
紹
介
︵
上
︶

二
五
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河
野
六
兵
衛
殿

大
久
保
所
右
衛
門
殿

七
一

(
寛
文
一
三
年
)
三
月
二
日
口
上
之
覚
写
／
(
寛
文
一
三
年
)
三
月
六
日
観
理

院
・
円
覚
院
書
状
写

口
上
之
覚

一
︑
百
済
寺
境
内
西
ヶ
峯
者
︑

当
寺
之
奥
院
ニ
而

御
座
候
︑

彼
所
ニ

禅
宗
之
小
庵
御

座
候
︑
他
宗
之
役
其
上
新
地

御
法
度
之
事
候
間
︑
何
方
へ

成
共
引
取
候
様
ニ

仕
度
候

一
︑
此
小
庵
ハ

永
源
寺
末
派

之
由
申
候
而
︑
寺
号
大
慈
寺

と
申
由
ニ

候
︑
八
年
已
前
当

寺
之
下
知
違
背
申
候
付
︑

当
山
境
内
之
内
ニ

候
間
︑

此
方
ゟ
之
支
配
於
相
背
者
︑

彼
所
ニ

急
度
申
間
敷
由
︑
断

申
進
候
内
ニ

各
様
ゟ
永
源
寺

先
住
見
長
老
へ

様
子
御
申
被

下
候
得
者
︑
見
長
老
と
く
と

被
致
合
点
少
も
無
異
儀
申

分
無
御
座
候
由
被
下
候
と
上
方
へ

被
仰
下
故
相
済
申
か
と
存
罷
在

か
と

候
処
ニ

︑
于
今
何
も

〻

異
儀

申
述
候
へ
と
存
候
︑
幸
当
正
月

大
慈
寺
之
坊
主
相
果
候
由
︑﹂

候
間
弥
寺
引
取
申
候
様
御

了
簡
被
成
可
被
下
候
︑
以
上
︑

龍
華
院

三
月
二
日

円
覚
院

観
理
院

龍
華
院
如
此
書
付
上
候
て

御
門
主
入
御
披
見
候
へ
ハ
︑
何
と
も

内
証
ニ

争
論
申
候
様
ニ

貴

老
御
使
ニ

御
越
而

︑
掃
部
頭
殿

御
家
老
衆
へ

御
頼
候
様
ニ

と
︑

御
門
主
被
仰
候
間
如
此
候
︑
以
上
︑

観
理
院

三
月
六
日

円
覚
院

常
徳
院

七
二

(
寛
文
一
三
年
)
三
月
一
一
日
彦
根
藩
士
連
署
書
状
写

一
昨
日
御
書
付
御
持

参
被
仰
置
候
通
︑
一
々

承
届
申
候
︑
御
書
付
則

掃
部
頭
ニ

為
見
申
候
︑

惣
而

寺
社
方
之
義
ハ

二
六
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本
寺
有
之
ニ

付
構

不
申
候
得
共
︑
御
門
跡

様
御
意
之
由
候
之

間
︑
一
往
江
州
永

源
寺
へ

申
遣
返
事

之
様
子
御
自
分
迄

可
申
遣
由
︑
拙
者
共
方

ゟ
可
申
進
由
被
申
候
︑

龍
華
院
ゟ
之
書
付

幷
役
者
衆
手
紙

進
返
之
候
︑
以
上
︑﹂

吉
用
隼
人
丞

三
月
十
一
日

木
俣
長
介

宇
津
木
治
部
右
衛
門

三
浦
与
右
衛
門

常
徳
院

七
三

(
寛
文
八
年
)
四
月
七
日
龍
華
院
書
状
写

以
上

態
令
啓
上
候
︑
然
者

西
ヶ
峯
之
儀
百
済
寺
境

内
古
来
ゟ
支
配
仕
来
候
ニ

付
︑
当
春
御
案
内
申
上
候

通
木
少
為
伐
申
候
︑
就
夫

先
日
寺
僧
共
被
召
寄

候
而
︑
西
ヶ
峯
へ

出
入
不
仕

候
様
ニ

と
被
仰
付
候
由
承
候
︑

木
為
伐
申
候
儀
去
年

十
月
南
禅
寺
金
地
院

ヲ

以
永
源
寺
へ

申
入
候
者
︑

西
ヶ
峯
之
儀
此
方
ゟ
ハ

古
来
之
証
文
ヲ

以
支
配
﹂

仕
候
︑
併
永
源
寺
ニ

も
証
文

御
座
候
へ
ハ
構
申
間
敷
由

申
入
候
得
と
も
︑
当
二
月
迄

何
之
沙
汰
も

無
之
候
ニ

付

弥
木
為
伐
申
候
︑
御
老
中
様
へ

も
今
度
以
書
状
申
上
候
ハ
ヽ
︑

可
然
様
ニ

御
相
談
被
成
可
被

下
候
︑
恐
惶
謹
言
︑

龍
華
院

四
月
七
日

判

大
田
甚
左
衛
門
様

川
野
六
兵
衛
様

大
久
保
所
右
衛
門
様

山
下
弥
惣
兵
衛
様

藤
田
四
郎
左
衛
門
様

三
浦
熊
之
介
様

｢寛
文
・
延
宝
西
ヶ
峯
相
論
﹂
関
係
史
料
の
紹
介
︵
上
︶
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七
四

(
寛
文
一
三
年
)
一
〇
月
一
六
日
口
上
之
覚
写

口
上
之
覚

去
比
御
代
官
衆
両
人

御
越
︑
西
ヶ
峯
寺
之
儀

永
源
寺
ゟ
毛
頭
申
分

無
之
由
︑
就
其
節
前

知
文
時
代
之
通
ニ

仕
︑
寺

其
儘
相
談
之
様
ニ

奉
行
衆

御
取
扱
被
成
度
候
旨

得
其
意
候
︑
至
後
昆

申
分
無
之
候
へ
ハ
︑
右
之
通

如
何
様
共
御
奉
行
衆

御
扱
之
旨
任
可
申
候

得
共
︑
此
儀
ハ
建
長
老
之(衍

ヵ
)

之
時
分
東
叡
山
之
役

者
迄
被
申
達
候
間
︑﹂

御
扱
之
旨
一
往
江
戸
ニ
而

可
申
と
存
︑
如
何
様
ニ
も

後
代

六
ヶ
敷
事
出
来
不
申
候
様
ニ

証
文
之
上
ニ
而

相
済
候
由

申
入
度
候
︑
口
上
計
ニ
而
ハ

如
何
ニ

存
候
役
者
中
も

恩
有

之
間
敷
候
︑
何
と
そ

証
文
ニ

成
候
︑
御
思
案
頼
入
候
由
︑
可
被
申
候
︑

早
々
返
事
可
申
儀
ニ

候
へ
共

江
戸
下
向
ニ

取
込
及
遅

引
候
︑
此
旨
御
代
官
衆
へ

参
候
而
可
被
申
達
候
︑
兎
角

証
文
無
之
候
て
ハ
済
儀

難
成
候
︑
已
上
︑

龍
華
院

十
月
十
六
日

百
済
寺

役
者
中

七
五

(
寛
文
一
三
年
)
一
一
月
上
田
弥
市
・
河
添
左
次
兵
衞
書
状
写

尚
々
百
済
寺
役
者
衆
へ

貴
様
ゟ
之
口
上
書
御
奉
行
衆
へ

一
書
啓
上
仕
候
︑
先

懸
御
目
ニ

候
へ
は
︑
拙
者
共
ゟ

日
者
百
済
寺
ニ

而
復
々

此
通
御
返
事
申
様
ニ

と

得
貴
意
忝
奉
存
候
︑

被
仰
渡
候
付
︑
如
此
御
座
候
︑
以
上

弥
道
中
御
無
事
ニ

御

下
着
被
成
候
哉
︑
寒
天
之

時
分
御
大
儀
ニ

奉
存
候
︑
然
ハ

内
々
申
上
候
西
ヶ
峯

寺
之
出
入
之
儀
︑
先
度

百
済
寺
ニ
而

貴
様
思
召

入
之
通
承
︑
御
奉
行
衆
へ

申
上
候
て
兎
角
下
ニ

而
取

二
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噯
相
済
申
様
ニ

可
仕
之
由

被
仰
渡
候
付
而
︑
高
野
永
源
寺
へ

罷
越
御
役
者
衆
へ

相
談

申
上
候
て
︑
各
御
出
候
而
御
﹂

悔
之
儀
ニ
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